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義憤に駆られて 令和６年２⽉７⽇ 福岡県 久留⽶市 櫛原町 121-4 組坂善昭 

 

第 1 部 国⺠が賄う太陽光発電事業 

 1-1 平成 24 年 7 ⽉ 1 ⽇ 再エネ特措法施⾏時の附則第 7 条 

 
   
1-2 どうして国⺠が利潤を与えなければならないのか？ 
  理由は固定価格買取制度（ＦＩＴ）です。ドイツを真似したといわれていますが、根本的

な違いは、認定情報が、ドイツはガラス張りで絶対不開⽰（ブラックボックス）とした点で
す。⽇本は⾒えないところで、特別扱いで儲けさせる発電事業者を決められる利権を作りた
かったからです。 
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